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平成２６年労第５８１号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監

督署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対して

した労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」とい

う。）による療養補償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めると

いうにある。 

２ 経  過 

請求人は、昭和○年○月○日から平成○年○月○日までＡ県Ｂ市所在のＣ会社

において、オフセット印刷機による印刷作業に従事していた。 

請求人はその後転職し、平成○年当時勤務していた会社の健康診断で肝機能の

異常を指摘され、Ｄ内科循環器科に受診した。その後、当該医院の紹介で平成○

年○月○日にＥ病院に受診し、「肝内胆管癌」（以下「本件疾病」という。）と診

断された。 

請求人は、本件疾病は業務上の事由によるものであるとして、監督署長に療養

補償給付の請求をしたところ、監督署長はＥ病院の初診日を症状確認日と認め、

これを支給する旨の処分をした。 

請求人は、平成○年○月○日から平成○年○月○日の間、Ｆ医療センターにお

いて陽子線治療を受け、治療期間中はＧ支援センターに宿泊した。 

請求人は、この陽子線治療に係る治療費及び宿泊料について、監督署長に療養

補償給付の請求をしたところ、監督署長は陽子線治療及び宿泊料は先進治療であ

るため、労災保険の対象外であるとして、これを支給しない旨の処分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却
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したので、請求人は、更にこの決定を不服として、再審査請求に及んだものであ

る。 

なお、本件疾病と確定診断される前に通院していたＤ内科循環器科における療

養費について、監督署長はこれを支給しない旨の処分をしており、請求人は、こ

の処分に対しても別途再審査請求に及んでいる。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は､請求人が受けた先進医療及びそれに付随する宿泊料が、労災保険

給付の対象として認められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１) 請求人は陽子線治療が、本件疾病の治療にも早期社会復帰のためにも必要な

治療であったと主張する。 

（２）ところで、労災保険法が定める療養補償給付の範囲は、決定書理由第２の１

に説示する「判断の要件」のとおり、「政府が必要と認めるものに限る。」と規

定されており、基本的には健康保険に準拠し、「医学上一般に認められた医療」

の範囲で給付されることから、試験的又は研究的過程にあるような治療方法

（健康保険法に基づく保険給付の対象とすべきものであるか否かについて評価

を行うことが必要なものを含む。以下同じ。）は、同法の給付の対象外である。 

（３）請求人が治療を行ったＦ医療センターは、厚生労働省の承認を受けた先進医

療施設であり、保険診療と保険診療外の併用が認められた混合診療の医療施設

であるところ、請求人が受けた陽子線治療は健康保険が適用されない先進医療

とされている。 

（４）したがって、請求人がＦ医療センターにおいて受けた陽子線治療は、決定書
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理由第２の２の(２)のアに説示するとおり、試験的又は研究過程にあるものと

みなされる先進医療であり、当審査会としても、療養補償給付の対象とは認め

られないと判断する。 

（５）また、Ｇ支援センターの宿泊料についても、陽子線治療を行うための宿泊施

設の費用であることから、決定書理由第２の２の(２)のイに説示するとおり、

当審査会としても、労災保険給付の対象とは認められないと判断する。 

（６）そのほか、請求人らの陽子線治療を療養補償給付の範囲に含めるべきである

とする趣旨の主張は、上記で説示したとおり労災保険法上、採用できない。 

３ 以上のとおりであるから、監督署長が請求人に対してした療養補償給付を支給

しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


